
（別紙）

業 務 の 内 容

保守点検業務

次の建物に係る総合点検及び機器点検を、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果

報告書に添付する点検票の様式を定める件（昭和50年10月16日消防庁告示第14号）」に基づき実施す

ること。

なお、点検時期については年２回、次の時期に行うものとする。

（総合点検及び機器点検：令和５年６月～８月、機器点検：令和５年１２月～令和６年２月）

１ ５７共１－１２号公宅（留萌市東雲町１丁目５６ ：ＣＢ造、２階建、１棟１２戸）

２ ５９共１－１２号公宅（留萌市東雲町１丁目５６ ：ＲＣ造、３階建、１棟１２戸）

３ ９６共１－１８号公宅（留萌市見晴町２丁目３４ ：ＲＣ造、３階建、１棟１８戸）

４ ９７共１－１８号公宅（留萌市見晴町２丁目３４ ：ＲＣ造、３階建、１棟１８戸）

５ ９９共Ｃ （留萌市住之江町１丁目３１：ＲＣ造、３階建、１棟１８戸）

６ ９９共Ｄ （留萌市住之江町１丁目２１：ＲＣ造、３階建、１棟１２戸）

７ 萌清寮 （留萌市潮静１丁目１１ ：ＲＣ造、３階建、１棟３１戸）

８ ２００１共 （天塩郡幌延町栄町５－３９：ＣＢ造、２階建、１棟 ２戸）

９ ２００２共 （天塩郡幌延町栄町５－３９：ＣＢ造、２階建、１棟 ４戸）


